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別表４ 医療関係資格、介護サービス従業者等に係る守秘義務等  

（医療関係資格）  

資格名  根拠法  

医師  刑法第１３４条第１項  

歯科医師  刑法第１３４条第１項  

薬剤師  刑法第１３４条第１項  

保健師  保健師助産師看護師法第４２条の２  

助産師  刑法第１３４条第１項  

看護師  保健師助産師看護師法第４２条の２  

准看護師  保健師助産師看護師法第４２条の２  

診療放射線技師  診療放射線技師法第２９条  

臨床検査技師  臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第１９条  

衛生検査技師  臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第１９条  

理学療法士  理学療法士及び作業療法士法第１６条  

作業療法士  理学療法士及び作業療法士法第１６条  

視能訓練士  視能訓練士法第１９条  

臨床工学技士  臨床工学技士法第４０条  

義肢装具士  義肢装具士法第４０条  

救急救命士  救急救命士法第４７条  

言語聴覚士  言語聴覚士法第４４条  

歯科衛生士  歯科衛生士法第１３条の５  

歯科技工士  歯科技工士法第２０条の２  

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第７条の２ 

はり師  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第７条の２ 

きゆう師  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第７条の２ 

柔道整復師  柔道整復師法第１７条の２  

精神保健福祉士  精神保健福祉士法第４０条  

 

[守秘義務に係る法令の規定例]  

○刑法第１３４条  

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあっ

た者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏ら

したときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。  
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○保健師助産師看護師法第４２条の２  

保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密

を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同

様とする。 

（介護サービス事業者等）  

事業者等  根拠法  

市町村の委託を受けて要介護認定を

行う者  

介護保険法第２７条第４項  

指定訪問介護事業所の従業者  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第３３条第 1項、第２項  

指定訪問入浴介護事業所の従業者  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第５４条  

指定訪問看護事業所の従業者  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第７４条  

指定訪問リハビリテーション事業所の従

業者  

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第８３条  

指定居宅療養管理指導事業所の従業

者  

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第９１条  

指定通所介護事業所の従業者  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第１０５条  

指定通所リハビリテーション事業所の従

業者  

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第１１９条  

指定短期入所生活介護事業所の従業

者  

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第１４０条  

指定短期入所療養介護事業所の従業

者  

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第１５５条  

指定痴呆対応型共同生活介護事業所

の従業者  

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第１７３条  

指定特定施設入所者生活介護事業所

の従業者  

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第１９２条  

指定福祉用具貸与事業所の従業者  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準第２０５条  

指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業員  

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準第 23 条第 1項、第２項  

指定介護老人福祉施設の従業者  指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基

準第 30 条第 1項、第２項  
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介護老人保健施設の従業者  介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準第 32 条第 1項、第２項  

指定介護療養型医療施設の従業者  指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する

基準第３０条第１項、第２項  

 


